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1 抵当権順位が原則第一順位である、特定の地域にローンが集中していない、自営業者や医師、弁護士が極端に多すぎないなど 
2 案件クロージング後、12 カ月以上のパフォーマンスが報告されている案件を対象としている 

新型コロナウイルスによる日本の
RMBS に対する影響（7 月更新版） 

－買い戻し債権が増加－ 

ムーディーズ・アナリティックス（以下、「MA」）が管理、モニタリングしている

証券化案件のうち、ローンの審査が一般的 1かつ相応に期間が経過してい

る 2と MA が想定する住宅ローンを裏付資産とする RMBS を抽出し（計 36
案件、2020 年 5 月末残高約 1.3 兆円、以下「対象プール」）、そのパフォー

マンスを精査した。なお 2019 年 10 月から 2020 年 5 月までの回収期間を

対象としている。

• 貸倒率、期限前返済率のいずれの指標においても、2020 年 5 月回収

分のパフォーマンスデータはそれ以前のデータと比べて顕著な変化は

見られなかった。

• 延滞率については 3 回延滞、および 4 回以上延滞が 2020 年初頭以

降緩やかな上昇傾向が見られるが、2 回延滞も含めて懸念されるほど

の変化はない。

• 掲載しているデータとは別に、条件変更に伴うオリジネーターの買い戻

しが対象プールで直近 3 カ月間（2020 年 3-5 月）に 16 件発生してい

る。一方、2020 年 2 月以前の 5 カ月間（2019 年 10 月-2020 年 2 月）

では 3 件の発生にとどまる。当該買い戻しが債務者の信用力悪化に伴

うものであれば、今後の増加に注意が必要である。

• 対象プールとは別のノン・コンフォーミングローン・プールを精査したとこ

ろ、5 月回収分について、2 回以上延滞債権については 2020 年 1 月

比 36%増、買い戻し債権については 2020 年 1 月比 2 倍超の増加が

観察された。新型コロナウイルス、およびそれに伴う経済活動の低迷が

信用力の低い債務者へ波及し始めていると考えられる。

Moody’s Analytics markets and distributes all Moody’s Capital Markets Research, Inc. materials. Moody’s Capital Markets Research, Inc. is a subsidiary 
of Moody’s Corporation. Moody’s Analytics does not provide investment advisory services or products. For further detail, please see the last page.
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図表 1 

貸倒率 （年率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図表 2 

延滞率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3 

期限前返済率 （年率） 
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参考資料： 

対象プール債務者属性 
 

債権残高 ［円］ 1,298,306,514,741 

債権数 ［件］ 104,519 

適用金利 ［%］* 2.32 

ローン実行後の経過期間 ［カ月］** 75.2 

債務者平均年齢 ［歳］** 44.7 

債務者平均年収 ［円］* 6,342,843 

平均 LTV ［%］* 93.1 

平均 DTI ［%］* 29.6 

※ 2020 年 5 月末時点 

* 案件クロージング時点の債務者属性を現在残高加重平均して算出 
** 案件クロージング時点の数値に経過月数を加え現在残高加重平均して算出 

 

 

 

失業率と有効求人倍率 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※出典: 失業率：総務省、労働力調査、完全失業率（季節調整値）、有効求人倍率：厚生労働省、有効求人倍率（季節調整値） 
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